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新規求職者数 有効求職者数 就職件数

総計

５５歳～

総計

５５歳～

総計

５５歳～

５５～５９歳 ６０～６４歳 ６５歳～ ５５～５９歳 ６０～６４歳 ６５歳～ ５５～５９歳 ６０～６４歳 ６５歳～

平成
２３年度

7,373,289 1,560,783 549,805 666,083 344,895 30,736,101 7,272,623 2,730,503 3,402,542 1,139,578 2,190,810 387,642 160,004 174,691 52,947

平成
２４年度

6,816,444 1,468,699 484,215 599,617 384,867 28,927,445 6,890,834 2,441,958 3,104,809 1,344,067 2,157,140 386,482 153,423 172,480 60,579

▲ 7.6 ▲ 5.9 ▲ 11.9 ▲ 10.0 11.6 ▲ 5.9 ▲ 5.2 ▲ 10.6 ▲ 8.8 17.9 ▲ 1.5 ▲ 0.3 ▲ 4.1 ▲ 1.3 14.4

平成
２５年度

6,346,705 1,389,512 440,815 529,074 419,623 26,838,949 6,409,427 2,208,088 2,716,421 1,484,918 2,107,910 386,868 150,978 164,595 71,295

▲ 6.9 ▲ 5.4 ▲ 9.0 ▲ 11.8 9.0 ▲ 7.2 ▲ 7.0 ▲ 9.6 ▲ 12.5 10.5 ▲ 2.3 0.1 ▲ 1.6 ▲ 4.6 17.7

平成
２６年度

5,983,716 1,372,822 419,485 488,436 464,901 24,786,800 6,098,460 2,017,484 2,442,492 1,638,484 1,997,130 386,587 146,519 154,453 85,615

▲ 5.7 ▲ 1.2 ▲ 4.8 ▲ 7.7 10.8 ▲ 7.6 ▲ 4.9 ▲ 8.6 ▲ 10.1 10.3 ▲ 5.3 ▲ 0.1 ▲ 3.0 ▲ 6.2 20.1

平成
２７年
（～８月）

2,475,492 594,422 173,065 202,815 218,542 10,332,645 2,638,101 831,265 1,021,565 785,271 824,798 165,049 60,745 63,820 40,484

▲ 6.1 ▲ 2.6 ▲ 5.9 ▲ 7.2 5.0 ▲ 5.7 ▲ 2.9 ▲ 6.0 ▲ 6.7 6.4 ▲ 5.7 0.0 ▲ 3.8 ▲ 3.8 13.8

高年齢者の求職・就職状況

注１） 「職業安定業務統計（厚生労働省）」より作成
注２） 数値は一般（パート含む）の数値である。
注３） 各年度の下段は対前年度比（平成27年は同期比）である。
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求職者の応募等の回数について
【高年齢求職者給付金を受給した者が応募した会社数（ｎ＝1,514 ）】

注１） 「高年齢求職者給付金に関するアンケート調査（厚生労働省職業安定局雇用保険課実施） （平成27年７月）」より作成。
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【ハローワーク来所者の応募書類の提出企業数（ｎ＝1,070 ）】

注２） 「ハローワークの来所者の求職行動に関する調査（独立行政法人労働政策研究・研修機構）（平成19年12月）」より作成。

基本手当初回受給者数 雇用保険受給者の紹介件数 １人当たりの紹介件数

平成26年度 1,284,466人 2,213,276件 1.7件

【雇用保険受給者１人当たりの紹介件数】

注３） 「雇用保険事業統計（厚生労働省）」、「職業安定業務統計（厚生労働省）」より作成。
注４） 雇用保険受給者の紹介件数は一般（パート含む）の数値である。また、受給終了後の職業紹介は件数に含まない。
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基本手当受給者の再就職状況（未就職者含む）
（Ｈ１１～２４年度）
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3.8％

4.1％

5.2％

〈4.9％〉

〈4.5％〉

4.3％

完全
失業率

（注１）平成11～24年度の各年度に受給資格決定をした者について、平成27年5月末時点の就職状況を特別に調査したもの。
（注２）受給資格決定者を100とした場合の就職状況と就職者の各期間の就職割合。
（注３）「未就職者」には、雇用保険受給終了後に自営業者となるなど、安定所において就職状況が確認できない者が含まれている。
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事業所規模別雇用保険被保険者数
－高年齢継続被保険者と一般被保険者の比較－

4

総数

５人未満 ５～30人未満 30～50人未満 50～100人未満 100～300人未満 300～500人未満 500～1,000人未満 1,000人以上

1,552,297人
（100.0％）

202,456人
（13.0％）

405,795人
（26.1％）

131,149人
（8.4％）

179,766人
（11.6％）

260,367人
（16.8％）

99,347人
（6.4％）

101,818人
（6.6％）

171,599人
（11.1％）

【高年齢継続被保険者（平成26年度末）】

47.6％

総数

５人未満 ５～30人未満 30～50人未満 50～100人未満 100～300人未満 300～500人未満 500～1,000人未満 1,000人以上

38,565,792人
（100.0％）

1,940,015人
（５.0％）

6,712,642人
（17.4％）

2,645,434人
（6.9％）

4,067,861人
（10.5％）

7,183,019人
（18.6％）

3,343,123人
（8.7％）

3,973,845人
（10.3％）

8,699,853人
（22.6％）

【一般被保険者（平成26年度末）】

29.3％

注１） 「雇用保険業務統計（厚生労働省）」より作成。
注２） 上段は規模別の被保険者数実数、下段は総数に占める各規模別の被保険者数の割合。
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日本 アメリカ イギリス ドイツ フランス

制度名 雇用保険 連邦・州失業保険 拠出制求職者手当
（JSA）

失業給付Ⅰ
(Arbeitslosengeld

Ⅰ)

雇用復帰支援手当
（ARE）

被保険者

週20時間以
上、31日以上
雇用見込み
のある全雇用
者(65歳以降
に新たに雇用
された者、公
務員等は適
用除外)

〔対象事業主〕暦年の各四半
期における賃金の支払総額
が1,500ドル以上、又は1人以
上の労働者を暦年で20週以
上雇用する事業主

〔対象労働者〕
失業保険税を支払っている
事業主に雇われている者で、
大部分の州で役員も含む。
入職時の「被保険者」届出等
は特になく、受給要件に事後
的に該当すれば受給できる。
（年齢制限はない。）

原則18歳以上、
年金受給年齢

(※１)
未

満のイギリス居住者

(但し16歳及び17歳の者
については例外がある)

(※１)男性65歳、女性60
歳。女性について2018
年までに65歳に引上げ
中。男女ともに2020年
までに66 歳に、2034年
から2036年にかけて67
歳に、2044年から2046
年にかけて68歳に引上
げ予定。

労働報酬を得
て働く被用者及
び職業訓練受
給中の者
（ミニジョブ従事者
（※２）及び年金に
係る請求権の年
齢に達した者（生
年によって異なり
65～68歳）を除
く。）

民間の賃金労働者
（派遣労働者及び
パートタイム労働者
も含む。）

※ 失業保険の受給年
齢制限は、年金の支給
開始年齢又は満額支給
開始年齢のいずれかに
達した場合には受給年
齢制限がある。なお、支
給開始年齢は生年に
よって異なり、60歳～62
歳。満額支給開始年齢
も生年によって異なり、
65歳～67歳。

諸外国の失業保険制度の被保険者諸外国の失業保険制度の被保険者

※２ ドイツのミニジョブ（Mini-Jobs）制度：1年間の賃金平均月額が450 ユーロ以下の雇用僅少の状態（geringfügig）のこと。ミニジョブ従事者に

対しては、所得税と社会保険料（年金保険、健康保険）の労働者負担分は免除され、事業主によって全額負担される。これにより、労働者は税・
社会保険料の負担なしに額面通りの賃金を受け取ることができる。事業主の一括負担割合は、賃金の30.99％で、内訳は、年金保険料15%、医
療保険料13%、税金2%、傷病・出産手当金の相殺額0.84%、倒産手当の割当金0.15%となっている。なお、ミニジョブ従事者は、原則年金加入
（負担割合は3.9%）であるが、希望に応じて免除も可能。

（出典）「2014年 海外情勢報告」（厚生労働省）、「データブック国際労働比較2015」（（独）労働政策研究・研修機構）等



他の社会保険・労働保険の適用における年齢の取扱いについて
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年金 医療保険 介護保険 労災保険

被
保
険
者

○ 国民年金
① 20歳以上60歳未満の日本国内に住所を有
する者のうち、②、③以外の者（第１号被保険
者）。ただし、被用者年金制度の老齢年金受給
者は適用除外となる。
② 厚生年金保険の被保険者（第２号被保険
者）。
③ 厚生年金保険の被保険者の被扶養配偶者
であって20歳以上60歳未満の者（第３号被保
険者）。

※ 適用除外となる被用者年金制度の老齢年金受給
者、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者
は、本人の申出により任意加入できることとなって
いる。

○ 厚生年金
適用事業所(常時５人以上の従業員を使用する
事業所や、国・地方公共団体・法人の事業所な
ど）に常時使用される70歳未満の者。

※ 適用事業所に使用される70歳以上の者であって、
老齢基礎年金などの受給権を有しないものは、受給
資格期間を満たすまでの間、申請により任意加入で
きることとなっている。

○ 国民健康保険
市町村の行う国民健康保

険は、その市町村の区域
内に住所を有する75歳未
満の者。

国民健康保険組合の行う
国民健康保険の被保険者
は、組合員と組合員の世帯
に属する者で75歳未満の
者。

○ 健康保険
適用事業所（常時５人以

上の従業員を使用する事
業所や、国・地方公共団
体・法人の事業所など）に
使用される者（後期高齢者
医療の被保険者等を除
く。）⇒年齢を問わない。

○ 後期高齢者医療制度
75歳以上の者及び65～

74歳で一定の障害の状態
にあり広域連合の認定を
受けた者。

65歳以上の第
１号被保険者
と40歳以上65
歳未満の医療
保険加入者で
ある第２号被
保険者とに区
分される。

原則として労働者
を使用する全ての
事業に適用。⇒個
人単位では適用と
ならず、対象となる
労働者の年齢は問
わない

※ 農林水産業のう
ち常時５人未満の労
働者を使用する事業
の一部については、
労災保険に加入する
かどうかは、事業主
の意思又はその事業
で働いている労働者
の過半数の意思に任
されている（暫定任
意適用事業）。
なお、国家公務員、
地方公務員（現業の
非常勤公務員を除
く。）は適用除外。



高年齢者雇用安定法の主な改正内容

法改正年 高年齢者雇用安定法

昭和61年
（1986年）

○中高法改正―高年齢者の雇用就業対策に関する総合的な法律に抜本改正
①題名を「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」（高年齢者雇用安定法）に改正
②60歳定年の努力義務化（昭和61年10月1日施行）
③定年引上げの要請、定年引上げに関する計画の作成命令、計画の変更・適正実施勧告等
④再就職援助の努力義務化、再就職援助計画の作成要請等
⑤高年齢者雇用安定センター、シルバー人材センターの指定等

平成2年
（1990年）

○65歳までの継続雇用の推進
①高年齢者等職業安定対策基本方針の策定
②定年到達者が希望する場合の定年後の再雇用の努力義務化、再雇用の前提となる諸条件の整備に関する
公共職業安定所長による勧告

平成6年
（1994年）

○60歳定年の義務化
①60歳定年の義務化（定年を定める場合、60歳を下回ることができない）（平成10年4月1日施行）
②継続雇用制度の導入等に関する計画の作成指示、計画の変更・適正実施勧告
③高齢者に係る労働者派遣事業の特例
④高年齢者職業経験活用センター等の指定等

平成8年
（1996年）

○シルバー人材センター事業の発展・拡充
・シルバー人材センター連合の指定等

平成12年
（2000年）

○再就職援助計画制度拡充
①定年の引上げ等による高年齢者雇用確保措置導入の努力義務化（平成12年10月1日施行）
②再就職援助計画の個別交付・対象者の拡大（45歳以上）
③シルバー人材センターの業務の拡大

平成16年
（2004年）

○雇用確保措置法的義務化
①定年の引上げ等による高年齢者雇用確保措置導入の法的義務化（平成18年4月1日施行）

（※義務化年齢を平成25年度までに段階的に引上げ）
②募集・採用時に年齢制限を設ける場合の理由提示を義務化
③求職活動支援書の作成・交付の義務化等
④シルバー人材センターの労働者派遣事業の特例（許可を届出とする）
⑤高年齢者職業経験活用センターの指定法人制度を廃止

平成24年
（2012年）

○継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止
①継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止（平成25年4月1日施行）
②継続雇用制度の対象者を雇用する企業の範囲の拡大
③義務違反の企業に対する公表規定の導入
④高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針の策定
⑤厚生年金（報酬比例部分）の受給開始年齢に到達した以降の者を対象に、基準を引き続き利用できる
12年間の経過措置を設けるほか、所要の規定の整備 7


